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公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大 

に関する意見交換会中間取りまとめ 

 

平成 21 年 7 月 
 

 

１．はじめに 

 

 平成１４年の金融審議会の答申においては、「公認会計士については、

量的に拡大するとともに質的な向上も求められている監査証明業務の担

い手として、拡大・多様化している監査証明業務以外の担い手として、さ

らには、企業などにおける専門的な実務の担い手として、経済社会におけ

る重要な役割を担うことが一層求められている。」との整理がなされ、こ

れを受けて、受験者層の多様化と受験者数の増加を図り、質の高い人材が

経済社会で多数活躍できるようにするために、公認会計士法が改正され、

平成 18 年に新試験制度が導入された。それ以降、試験の実施面での改善

も行われ、合格者数も増加してきた。 

 

しかし、現状においては、公認会計士試験合格者（以下「合格者」とい

う。）の経済社会における活動領域の拡大は進んでおらず、公認会計士と

なるために必要な業務補助等の環境が十分に整備されていない状況にあ

る。その結果として、制度改正の狙いは道半ばの状況にある。 

また、実務補習の受講者の増加に伴い、実務補習での教育の質の維持が

困難になっているとの懸念が寄せられている。時間的制約の多い社会人合

格者にとって、現行の実務補習は受講しにくいとの指摘もある。 

  

このため、日本経済団体連合会、全国銀行協会、日本証券業協会、生命

保険協会、日本損害保険協会、日本公認会計士協会、金融庁及び公認会計

士・監査審査会では、本年 4月より、合格者や公認会計士を取り巻く現状

について意見交換を行い、合格者や公認会計士の育成と活動領域の拡大を

進めるための議論を行ってきた。 

活動領域の拡大については、制度改正の趣旨が合格者、受験者、公認会

計士及び経済界等に十分に浸透し理解されていないと思料され、これらの

関係者に対する周知・徹底を如何にして進めるかについても議論を行って

きた。 

 

 今般、これまでの議論の内容に基づき、以下のとおり現状の課題を整理
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するとともに、課題解決に向けて必要な当面の対応策を取りまとめ、積極

的に進めることとした。 

 

 

２．活動領域の拡大について 

 

 (1) 経済界の合格者に対する求人姿勢 

 

会計関連業務は、内部統制報告制度や四半期開示業務の開始等によ

り、近年急速に複雑多様化しており、今後は国際会計基準に関する議

論の進展を踏まえ、企業内において会計知識や会計関連業務の重要性

は増大している。これらのことから、今後の経済界における会計専門

家に対する潜在的なニーズはあるものと考えられる。 

 

   公認会計士資格の取得は、会計・監査に関して一定の専門的な「能

力」があることを示しており、試験合格は、そのような公認会計士に

なろうとする者の有するべき能力が判定されている。したがって、合

格者は、経済界にとって会計専門家になろうとする者の人材プールの

一つとして位置づけられる。現状は、合格者を採用している企業もあ

るものの、多くの企業においては、人材プールとしての合格者の存在

を十分認識しておらず、採用・人事政策に反映されていないのではな

いかとの指摘があった。 

 

また、経済界においては、中途採用の普及が進むとともに、秋期採

用、第二新卒といった新たな新卒採用方式を導入する企業も現れてき

ており、大学卒業済みの合格者であっても新卒採用として含まれると

する企業も多い。他方で大半の合格者は大学卒業済みであるが、未だ

に大学卒業時点での新卒採用に限るとする企業も多く、また業務経験

のない合格者は一般的に中途採用の対象とならない状況にあるため

大学卒業済みの合格者であっても、何らかの形で採用対象となるよう、

採用方法を見直していくべきとの指摘もあった。 

 

他方、経済界においては、会計領域の専門性・素養を持ちつつ、そ

の他の領域の業務にも対応できる人物を必要としているのであって、

監査証明資格を持つ者を必要としているわけではないとの指摘や、専

門的な会計業務の担い手としては、合格者の採用や企業内での公認会

計士の育成だけでなく、公認会計士の中途採用や監査業界等へのアウ

トソーシングの選択もあるとの指摘があった。 
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   このような現状認識のもと、経済界に対して、会計関連業務におけ

る企業内会計専門家の拡充の必要性と、合格者という会計専門家にな

ろうとする者の人材プールの存在を周知していくこととする。また、

新卒採用制度、中途採用制度などの採用制度のいずれかにおいて、大

学卒業済みの合格者でも人物本位で採用できるような採用方法の検

討の必要性についても経済界に周知することとする。 

 

 

 (2) 合格者に対する求人情報の発信の必要性 

 

   経済界での会計専門家に対するニーズが合格者や受験者に十分に

認識されていないのではないかとの指摘や、大学卒業済みの合格者で

も人物本位で採用可能であるとする企業もあるが、これらの企業も含

めた経済界からの求人情報が合格者や受験者に十分に届いていない

との指摘があった。 

 

また、従来の大学での講演会等では、多様なキャリアパスを紹介し

つつも、公認会計士になる道を中心に説明しがちであったとの指摘や、

監査業界以外にもリクルートの道があることを学生向けに十分発信

してこなかったとの指摘もあった。 

 

更に、日本公認会計士協会では、従来より合格者と就職先とをマッ

チングさせる制度（ホームページと公認会計士等無料職業紹介所）を

運用してきたが、求人情報のほとんどが監査業界とコンサルティング

ファームであり、経済界と合格者をつなぐ機能になっていないとの指

摘もあった。 

 

   このような現状認識のもと、求人情報の積極的な提供について経済

界に呼びかけるとともに、企業の個別ニーズに応じて合格者と企業等

をマッチングさせる制度の整備・強化や経済界向けの就職説明会の開

催を進めていくこととする。 

 

 

 (3) 合格者、公認会計士の企業内での活躍イメージ、業務モデル等の明

確化の必要性 

 

   現に企業内で活躍している合格者や公認会計士の先行事例の情報

発信が不足しているとの指摘があった。また、専門職志向の強い合格

者や公認会計士が企業内で活躍できるイメージやキャリアパスが十
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分に確立できていないとの指摘もあった。 

 

   このような現状認識のもと、経済界で活躍する合格者や公認会計士

の体験談や事例を集めて、受験者、合格者、公認会計士、更には経済

界に対して積極的に周知していくこととする。また、会計専門家が企

業内で活躍する意欲を高めるため、業務モデル等の明確化の検討につ

いて経済界に呼びかけることとする。 

 

(4) 受験者、合格者及び公認会計士の意識改革の必要性 

平成１４年の金融審議会の答申は、合格者が公認会計士資格を取得

して監査業界で働くという単一のキャリアパスを追求するだけでな

く、試験合格により会計・監査分野の専門的知識や能力があることを

客観的に評価されたことを踏まえ、経済界等の幅広い分野で多様なキ

ャリアパスが構築できること、かつ、それが期待されていることを意

味していると考えられる。 

 

また、合格者が経済界に就職しても、経理、予算実績管理、原価管

理、内部監査、企業財務分析、与信管理及び財務コンサルティングな

ど様々な分野で実務経験を積むことで、公認会計士の資格を取得でき

る要件を充足することも可能となるような制度の弾力的運用が図ら

れてきている。 

 

このような状況の中で合格者の活動領域の拡大が進まない背景に

ついて議論したところ、以下のような指摘があった。 

 

・ 「試験は監査業界への就職試験であり、合格すれば監査業界への

就職が保証されている」との認識が未だに合格者や受験者にある

のではないか。 

 

・ 上記の認識もあるので、大半の合格者は監査業界への就職を強く

希望しており、経済界への就職活動が本格的に行われていないの

ではないか。 

 

・ 経済界では、公認会計士試験の合格や資格の取得は、あくまで会

計に関する専門性や素養を持つことの「目安」であると考えてお

り、合格に至るまでの努力は評価するものの、合格したことをも

って採用するわけでない。 
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・ 監査業界や経済界に就職するためには、それぞれの業界や組織が

求めるその他の能力を備えることが必要であり、本人の更なる努

力が期待されている。 

 

・ また、経済界では、採用後、将来的には会計専門分野のみならず

積極的に他の分野へもチャレンジし、広く経営への関与を目指す

ことも期待されている。 

 

・ 一方、合格者や公認会計士は、試験に合格したことや資格を取得

したことに強い自負とこだわりを持っており、採用や業務内容等

に関して経済界との間に認識のギャップがある。 

 

   このような現状認識のもと、受験者、合格者、更には公認会計士の

意識改革は、経済界における取り組みの促進とともに、活動領域の拡

大を進めるにあたっての重要な課題の一つであり、そのために次のよ

うなメッセージを積極的に発信していくこととする。  

  ① 監査業界のみならず、経済界等幅広い分野において、会計専門家

に対する需要があること。 

  ② 監査業界以外に就職しても、「実務従事」として認められ、公認

会計士の資格取得要件を充足することができる職種が相当程度あ

ること。 

  ③ 就職後の状況変化や経営側の期待も踏まえながら、専門分野の幅

を広げるなど、多様なキャリアパスを柔軟に検討していくことが期

待されていること。 

 

 

 (5) 活動領域拡大のための環境整備 

 

   司法試験でも公認会計士試験と同様の問題について議論されてい

るが、司法試験では企業内弁護士の組織化・ネットワーク化が進み、

企業内弁護士が仲間を増やそうと熱心に活動して成果を上げている。

公認会計士試験においても同様な取り組みを行ってはどうかとの指

摘があった。 

 

現在の公認会計士制度は、全ての公認会計士が監査業務を行えるこ

とを前提として制度が運用されており、経済界で活躍する公認会計士

にとっては、公認会計士協会活動や継続的専門研修が負担になってい

るとの指摘があった。 
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合格者が経済界で活躍したいという意欲を妨げる要因として、監査

業界と経済界との間での報酬水準の違いがあるとの指摘があった。 

また、経済界と監査業界との人材交流が進むことは、それぞれの業

界にとって有益と考えられるが、報酬水準の違いが両業界における相

互の人材交流を妨げる要因の一つにもなっているとの指摘もあった。 

一方、業界や企業によっては、入社後数年たつと、監査業界との報

酬水準が逆転するケースもあり、経済界と監査業界との相互の人事交

流が進まない理由は必ずしも報酬水準の問題ではないのではないか

との指摘もあった。 

 

   企業内での合格者や公認会計士の数と活動状況について、自主的に

情報提供できる枠組みを設けてはどうかとの指摘があった。 

 

このような現状認識のもと、経済界で活躍する合格者や公認会計士

のネットワーク化を進め、活動領域の拡大に向けての取り組みを促進

することとする。また、企業内で活躍する公認会計士の負担の軽減、

合格者の経済界指向を阻む要因の解消等に向けて、関係方面の理解を

促すとともに、合格者や公認会計士の活動領域の拡大のための環境の

整備について検討していくこととする。 

 

 

３．実務従事について 

 

  公認会計士資格取得に必要な業務補助等は、監査業界で監査の実務経

験を積む「業務補助」と、経済界等で財務に関する監査、分析その他の

実務経験を積む「実務従事」とに分類される。 

業務補助の機会が、監査業界において安定的に提供されることが望ま

しいことはもとより、合格者の活動領域の一層の拡大のためには「実務

従事」の制度の活用が期待される。金融庁による実務従事の確認につい

ては、２（４）の通り相当程度柔軟に取り扱ってきているが、その運用

状況が十分に周知されておらず、合格者や受験者が経済界への進出を検

討する上での障害となっているとの指摘があった。 

 

  また、資本金５億円未満の中堅企業・中小企業での実務従事の可能性

など、実務従事の要件のあり方について検討を行ってはどうかとの指摘

もあった。 

 

  このような現状認識のもと、実務従事の確認事例と運用状況について、
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合格者及び受験者に十分な認識を持たせるための効果的な方法を検討

し、その周知に努めることとする。また、実務従事の確認の要件の見直

しについても検討課題とすることとする。 

 

 

４．実務補習について 

 

  実務補習においては、大量の合格者を受け入れて質の高い教育を行え

るだけの体制やカリキュラムの整備が十分に行われていないのではな

いかとの指摘があった。 

 

また、現行の実務補習については、平日夜間の講義出席の難しさ、欠

席した講義の補講の取りづらさ、宿泊研修への参加の大変さ等、合格者

が企業で働きながら受講する上での制約が多く、また、企業にとって社

員を受講させる積極的な意義が実感できないとの指摘もあった。 

 

  実務補習においては e－ラーニングの取り組みが試験的に開始され、

受講者から好評を得ているが、そのような取り組みをより広範かつ強力

に進めて、社会人受講者が受けやすい教育内容にして欲しいとの指摘が

あった。 

 

  現在、公認会計士業界では、会計専門家を育成するための新たな枠組

みを創設し、実務補習の体制強化やカリキュラムの見直しに向けての検

討作業を行おうとしているところであり、経済界においても企業で活躍

できる会計専門家の育成に向けて、こうした検討作業に積極的に参加し

て欲しいとの指摘もあった。 

 

  このような現状認識のもと、大量の受講者に対する実務補習の教育水

準の向上を図るとともに、経済界で働く合格者にとっても受講しやすく、

かつ、経済界での会計専門家に対するニーズも充足するような実務補習

となるよう、会計専門職大学院とも連携しつつ、体制の強化、カリキュ

ラムの見直し・柔軟化に向けての作業を強力に進めることとする。 

 

  また、上記作業に当たっては、経済界からの情報提供、人的貢献等の

協力が得られるよう要請を行うとともに、実務補習における会計専門家

教育の意義・効果を経済界に対してわかりやすく情報発信することとす

る。 
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５．試験制度の実施について 

 

  社会人にとって公認会計士試験・資格の活用は、実務を通じて習得し

た知識やノウハウの体系化、網羅的な会計知識習得の観点から有効であ

るが、重要なのは企業実務に役立つ知識、監査業界との議論が可能なレ

ベルの知識である。このような観点から、経済界が必要とする会計専門

家育成の入り口として、これに役立つ試験として欲しいとの指摘や、経

済界での実務経験を受験勉強に生かしやすい試験として欲しいとの指

摘があった。 

 

他方で、社会人受験者の参入促進のため、制度的には、2年間の期限

付で、短答式試験合格者については短答式試験免除、論文式試験科目で

一定の成績を得た者についての当該科目免除や、実務経験による科目免

除等が導入されており、また、一部科目での法令基準集の配布や試験日

程面の週末化も含めた試験実施方法の改善も相当行われている。出題内

容についても、意思決定会計、経営戦略のための情報活用、ファイナン

ス等の新規分野がカバーされ、より実践的、思考的な試験となっている

との指摘もあった。 

 

また、公認会計士試験制度の実施に当たっては、業務補助等や実務補

習といった教育実習環境の許容範囲を超える合格者が出ることとなれ

ば、公認会計士試験合格後の教育の質に問題が生じ、結果として、十分

な能力を持った公認会計士が生み出されなくなる可能性があるとの指

摘もあった。 

 

  このような現状認識のもと、試験内容の改善点について、経済界、受

験者、合格者等に対して、一層積極的に周知していくとともに、実務補

習との連携や企業実務の動向にも配慮した試験内容となるよう図るな

ど、試験実施面での検討を引き続き行っていくこととする。 

 

 

６．その他 

   

  制度の見直しについては本意見交換会の検討課題ではないが、意見交

換の過程においては、国際的な教育水準を踏まえた我が国の資格制度の

あり方、海外の監査業界の採用慣行についての評価等の国際的な視点や、

経済界が必要とする会計専門家についての資格制度での位置付け等の

経済界の視点から、公認会計士資格制度に関する検討課題が指摘されて

おり、これらについて今後とも議論を深めていく必要性が認識された。 


